
１．開催日時　　令和６年２月２７日(火)１４時００分～１５時００分

２．開催場所　　尾道市役所　４階　大会議室２

３．出席委員　１９人（委員総数１９人 ）

　　　会　長　　１８番　金藤　祐治

　　　副会長　　　　　    ５番　山田　　清 　１２番　村上　智彦

　　　委　員　　　１番　松浦　德和 　　２番　上峠　数博
    ４番　植原  宗哉 　　６番  村上　　正 　　７番　中司　善章　
　　８番　櫻本　訓由 　　９番　宮迫　徹也 　１０番　髙橋　泰登

　１１番　佐々木  崇 　１３番　吉原　正紀　 　１４番　松森　　智
　１５番　中司　睦枝 　１６番　江田　敏道　　　　１７番　米田　健一

　１９番　渡邊　直行

４．農地利用最適化推進委員の出席　１８人(推進委員総数１８人）

國近 正有　　青山 基裕　　迫　 勝善　　行廣 文徳 　 深見 和志　　檀上　 健　

須山 　猛　　柏原 　始　　藤岡 正宏　　向井 　猛 　 中田千種郎　　蓼原　勲

　　　第１　議事録署名委員の指名

　　　第２　議案（審議事項）

議案第７号　　農地法第３条の規定による許可申請について

議案第８号　　農地法第４条の規定による許可申請について

議案第９号　　農地法第５条の規定による許可申請について

議案第１０号　非農地証明申請について

議案第１１号　改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

　　　　　　　農用地利用集積計画の決定について（農地中間管理機構分）

議案第１２号　改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

　　　　　　　農用地利用集積計画の決定について（一般分）（議事参与制限分　その１）

議案第１３号　改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

　　　　　　　農用地利用集積計画の決定について（一般分）（議事参与制限分　その２）

議案第１４号　改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

　　　　　　　農用地利用集積計画の決定について（一般分）

　　　第３　議案（報告事項）

報告第５号　　農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する受理について

報告第６号　　農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する受理について

報告第７号　　農地法第５条の規定による許可処分の取消しについて

報告第８号　　農地法第５条の規定による許可条件の履行延期承認について

報告第９号　　農地法施行規則第２９条第１号の規定による転用届出に対する受理について

報告第１０号　農地法第１８条第６項の規定による合意解約について

　　　第４　その他

　その他

６．農業委員会事務局職員    

　　　事務局長　　市川 昌志　　

　　　事務局職員　髙橋 知佐子　中島 幸恵　土本　充　小田 充彦　豊田 詞也

尾 道 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

報告第４号　　農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する受理について

金野 省三　　小川 隆三　　源田 芳教　　林原 　啓　　奥本 浩己　  宮地 眞良
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８．会議の概要

会　長 　あいさつ（省略）

議　長

議　長

事務局 　それでは、議案第７号、農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたしま
す。

　申請番号１１番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は美ノ郷町本郷の５筆、現況地目は畑、面積は合計で５８７．１㎡です。
　譲り渡し理由は遠隔地につき耕作不能、譲り受け理由は新規耕作者としてです。
　なお、譲受人は同時に空き家を購入し、隣接する当該農地で、自家消費用の野菜を栽培す
る申請となっております。
　この申請については、２月５日、上峠委員、迫推進委員と事務局職員で現地調査を行いま
した。

　　（議案第７号、申請番号１０番から３１番までを議案書をもとに説明）

　申請番号１０番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は栗原町の１筆、現況地目は畑、面積は２００㎡です。
　譲り渡し理由は相手方の要望による、譲り受け理由は新規耕作者としてです。
　なお、当該農地では、自家消費用の野菜を栽培する申請となっております。
　この申請については、２月５日、中司委員、青山推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号１２番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は美ノ郷町本郷の８筆、現況地目は田が７筆、畑が１筆、面積は合計で１，７９３
㎡です。
　譲り渡し理由は農業廃止、譲り受け理由は新規耕作者としてです。
　なお、当該農地のうち、長年休耕していた農地については畑に整備し、野菜やブルーベ
リーを栽培する申請となっております。
　この申請については、２月５日、上峠委員、迫推進委員と事務局職員で現地調査を行いま
した。

　申請番号１３番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は美ノ郷町本郷の２筆、現況地目は畑、面積は合計で７３３㎡です。
　譲り渡し理由は農業経営の規模縮小、譲り受け理由は農業経営の規模拡大のためです。
　なお、当該農地では、野菜やブルーベリーを栽培する申請となっております。
　この申請については、２月５日、上峠委員、迫推進委員と事務局職員で現地調査を行いま
した。

　それでは、議事に入らさせていただきます。本日の出席者の報告をさせていただきます。
　委員総数は１９名で、本日の出席委員は１９名、定足数に達しておりますので、本日の総
会は成立しております。

　議事録署名は１５番・中司睦枝委員、１６番・江田敏道委員にお願いします。

　農地利用最適化推推進委員は、１８名中、出席委員は１８名です。

　議案第７号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。

　事務局より説明を求めます。

　議案書の方をご覧ください。

　それでは、これから申請に基づく議題に入ります。
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　申請番号１５番、権利の種類は贈与による所有権移転です。
　申請地は浦崎町の１筆、現況地目は畑、面積は９６１㎡です。
　譲り渡し理由は農業経営の規模縮小、譲り受け理由は農業経営の規模拡大のためです。
　なお、当該農地では、いちじくの栽培をする申請となっております。
　この申請については、２月６日、髙橋委員、檀上推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号１４番、権利の種類は期間５年間の使用貸借権設定です。
　申請地は原田町梶山田の１筆、現況地目は田、面積は１，９１１㎡です。
　貸し渡し理由は農業経営の規模縮小、借り受け理由は農業経営の規模拡大のためです。
　なお、当該農地では、水稲栽培をする申請となっております。
　この申請については、２月６日、金藤委員、行廣推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　この申請については、２月７日、借り受け人立ち合いのもと、松森委員、小川推進委員と
事務局職員で現地調査を行いました。

　申請番号１６番と１７番は関連案件のため、一括して説明いたします。
　権利の種類は期間１０年間の賃借権の設定です。
　申請地は御調町丸門田及び丸河南で、田畑が合計９筆、面積は６，４２７㎡です。
　貸し渡し理由は高齢による経営縮小及び農業経営の規模縮小、借り受け理由は農業経営の
規模拡大のためです。
　なお、当該農地の畑では、白菜・白ネギ・ブロッコリーを栽培し、ＪＡ等へ出荷する申請
となっております。

　申請番号１８番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は御調町大田の１筆、現況地目は田、面積は３９㎡です。
　譲り渡し理由は相手方の要望による、譲り受け理由は所有農地と隣接し利便性を高めるた
めです。
　なお、当該農地では、水稲栽培をする申請となっております。
　この申請については、２月７日、松森委員、小川推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号１９番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は御調町公文の４筆、現況地目は田と畑が２筆ずつ、面積は合計で２，９５１㎡で
す。
　譲り渡し理由は農業廃止、譲り受け理由は新規耕作者としてです。
　なお、当該農地では、水稲と野菜を栽培し、自家消費する申請となっております。
　この申請については、２月８日、櫻本委員、源田推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号２０番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は御調町公文の９筆、現況地目は田、面積は合計で６，０６９㎡です。
　譲り渡し理由は農業経営の規模縮小、譲り受け理由は新規耕作者としてです。
　なお、当該農地では、水稲栽培をする申請となっております。
　この申請については、２月８日、櫻本委員、源田推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号２１番と２２番は関連案件のため、一括して説明いたします。
　権利の種類は、期間１０年間の賃借権の設定です。
　申請地は御調町貝ケ原の合計１１筆、現況地目は田、面積は合計で３，２３９㎡です。
　貸し渡し理由は高齢による経営縮小、借り受け理由は農業経営の規模拡大のためです。
　なお、当該農地は、水稲栽培を行い、ＪＡ等へ出荷する申請となっております。
　この申請については、２月７日、宮迫委員、金野推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。
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　申請番号２３番、権利の種類は期間２０年間の使用貸借権の設定です。
　申請地は向島町の１筆、現況地目は畑、面積は３９６㎡です。
　貸し渡し理由は労力不足による経営縮小、借り受け理由は農業経営の規模拡大のためで
す。
　なお、当該農地では、柑橘類を栽培する申請となっております。
　この申請については、２月６日、吉原委員、奥本推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号２４番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は因島田熊町の４筆、現況地目は畑、面積は合計で７８５．３７㎡です。
　譲り渡し理由は遠隔地につき耕作不能、譲り受け理由は新規耕作者としてです。
　なお、譲受人は、空き家バンクを通じて購入した空き家へ転居し、隣接する当該農地に
て、野菜を栽培し、自家消費する申請となっております。
　この申請については、２月８日、村上正委員、宮地推進委員と事務局職員で現地調査を行
いました。

　申請番号２８番、権利の種類は贈与による所有権移転です。
　申請地は瀬戸田町福田の１８筆、現況地目は畑、面積は合計で１７，４６３㎡です。
　譲り渡し理由は農業廃止、譲り受け理由は新規就農者としてです。
　なお、当該農地は、近年耕作しておらず、山林化しておりますが、樹木の伐採・伐根など
の整地を計画を立てて行い、順次レモンの作付けを行っていく申請となっております。
　この申請については、昨年の１１月に申請があり、１２月８日、米田委員、蓼原推進委員
と事務局職員で現地調査を行っております。

　今回、作付けまでの工程表の提出及び瀬戸田土地改良区にて畑灌の埋設位置等の確認が終
了したことから、本総会での議案とさせていただいております。

　申請番号２９番と３０番は関連案件のため、一括して説明いたします。
　権利の種類は、贈与による所有権移転です。
　申請地は瀬戸田町宮原の合計４筆、現況地目は畑、面積は合計で２２５．８８㎡です。
　譲り渡し理由は相手方の要望による、譲り受け理由は所有農地と隣接し利便性を高めるた
めです。
　なお、当該農地では、柑橘類を栽培する申請となっております。
　この申請については、２月９日、江田委員、藤岡推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号２５番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は因島三庄町の２筆、現況地目は畑、面積は合計で６１４㎡です。
　譲り渡し理由は相続財産清算人が裁判所の審判を経て売却するもの、譲り受け理由は新規
耕作者としてです。
　なお、当該農地では、野菜を栽培し、自家消費する申請となっております。
　この申請については、２月８日、村上正委員、宮地推進委員と事務局職員で現地調査を行
いました。

　申請番号２６番、権利の種類は期間５年間の賃借権の設定です。
　申請地は因島洲江町の１０筆、現況地目は畑、面積は合計で６，３７１㎡です。
　貸し渡し理由は農業廃止、借り受け理由は農業経営の規模拡大のためです。
　なお、当該農地では、柑橘類を栽培する申請となっております。
　この申請については、２月９日、江田委員、藤岡推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号２７番、権利の種類は贈与による所有権移転です。
　申請地は因島洲江町の１筆、現況地目は畑、面積は９２㎡です。
　譲り渡し理由は高齢による経営縮小、譲り受け理由は新規耕作者としてです。
　なお、当該農地では、野菜を栽培し、自家消費する申請となっております。
　この申請については、２月９日、江田委員、藤岡推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。
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議　長

１５番委員

事務局

議　長

１５番委員

議　長

議　長

事務局

　よろしいですか。

　はい。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　補足説明のある方は挙手をしてください。

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定をすることに決しました。

　次に、議案第８号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題といたします。

　申請番号１０番から３１番までにつきましては、農地法第３条第２項各号には該当しない
ため、許可要件の全てを満たすと考えます。

　事務局より説明を求めます。

　それでは、議案第８号、農地法第４条の規定による許可申請について、ご説明いたしま
す。

　　（議案第８号、申請番号２番を議案書をもとに説明）

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　ないようですので、農業委員による採決に入ります。

　申請番号１０番から３１番は、原案のとおり許可決定することに、賛成の農業委員の方の
挙手をお願いします。

　　（挙手多数）

　申請番号３１番、権利の種類は贈与による所有権移転です。
　申請地は瀬戸田町御寺の１筆、現況地目は畑、面積は７３６㎡です。
　譲り渡し理由は高齢による経営縮小、譲り受け理由は農業経営の規模拡大のためです。
　なお、当該農地では、柑橘類を栽培する申請となっております。
　この申請については、２月９日、江田委員、藤岡推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号１６，１７，２１．２２の受人の会社は、どのような事業をする会社なのです
か。

　会社としては新規に農業に参入します。代表取締役の方が若い社員に農業を教えます。若
い人を雇用して、農業部門を拡大していく予定と聞いています。

　他にありませんか。

　申請番号２番、所在は木ノ庄町畑の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、１１９㎡の転用
計画です。
　申請地は都市計画区域外にあり、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地であ
り、農地区分は第２種農地に該当します。

　転用目的は、倉庫・車庫用地で、倉庫建築面積６０㎡、車庫建築面積１０㎡が計画されて
います。
　申請人は、この度、自身の山林と畑の土地を使用し、新事業のための車庫兼倉庫として使
用したいというものです。
　この申請については、２月５日、上峠委員、迫推進委員と事務局職員で現地調査を行いま
した。
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議　長

議　長

事務局

　申請番号９番、申請内容は売買による所有権の移転です。
　所在は美ノ郷町本郷の６筆、地目は畑が２筆、田が４筆の計６筆、農振農用地区域外、合
計１，３３９㎡の転用計画です。
　申請地は市街化調整区域にあり、農地区分はその他２種に該当します。

　転用目的は資材置き場用地で、太陽光資材置き場が計画されています。
　借受人は愛知県に本店を置く、主に土木建築業などを営む法人であり、この度申請地を借
受け、付近の太陽光発電設備建設のため、一時的に資材置き場として使用したいというもの
です。
　一時転用期間は許可後から令和６年６月３０日までです。
　この申請については、２月５日、上峠委員、迫推進委員と事務局職員で現地調査を行いま
した。

　申請番号８番、申請内容は売買による所有権の移転です。
　所在は美ノ郷町本郷の３筆、地目は畑が２筆と田が１筆の計３筆、農振農用地区域外、合
計１７１㎡の転用計画です。
　申請地は市街化調整区域にあり、農地区分はその他２種に該当します。
　転用目的は宅地拡張で、庭敷・花壇・植樹が計画されています。
　譲受人は、このたび申請地を購入し、　隣接地の住宅と一体的に住居として使用したい
というものです。
　この申請については２月６日、髙橋委員、檀上推進委員と事務局職員で現地調査を行いま
した。

　

　申請番号１０番、申請内容は売買による所有権の移転です。
　所在は木ノ庄町木門田の１筆、地目は田、農振農用地区域外、９３６㎡の転用計画です。
　申請地は都市計画区域外にあり、農地区分はその他２種に該当します。
　転用目的は太陽光発電設備で、太陽光パネル１８０枚、発電量４９．５ｋｗ、通路及びメ
ンテナンススペースが計画されており、経済産業省による固定価格買取制度の対象外の事業
です。
　

　申請番号２番は、原案のとおり許可決定することに、賛成の農業委員の方の挙手をお願い
します。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定をすることに決しました。

　それでは、議案第９号、農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明いたしま
す。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　ないようですので、農業委員による採決に入ります。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　次に、議案第９号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題といたします。

　事務局より説明を求めます。

　　（議案第９号、申請番号７番から１９番までを議案書をもとに説明）

　補足説明のある方は挙手をしてください。

　申請番号７番、申請内容は賃貸借による権利の設定です。
　所在は美ノ郷町本郷の４筆、地目は畑、農振農用地区域外、合計１，１８５㎡の転用計画
です。
　申請地は市街化調整区域にあり、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地であ
り、農地区分はその他２種に該当します。

　転用目的は太陽光発電設備で、太陽光パネル１８０枚、発電量４９．５ｋｗ、通路及びメ
ンテナンススペースが計画されており、経済産業省による固定価格買取制度の対象外の事業
です。
　譲受人は福岡県に本店を置く再生可能エネルギー事業を営む法人であり、この度申請地を
購入し、太陽光発電設備として売電事業を行いたいというものです。
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　申請番号１１番及び１２番につきましては、関連案件のため一括して説明いたします。
　申請内容は、ともに売買による所有権の移転です。
　所在は御調町大田の全２筆、地目は田、農振農用地区域外、合計５０６㎡の転用計画で
す。
　申請地は非線引き都市計画区域にあり、農地区分はその他２種に該当いたします。

　新設工事を行うにあたり、工事期間中、申請地の一部を借り受けて、仮設の作業場や道路
として利用したいというものです。
　一時転用期間は令和７年９月末までとなっており、工事終了後は農地に復元予定です。

　申請番号１４番、申請内容は使用貸借による権利の設定です。
　所在は瀬戸田町名荷の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、２３５㎡の転用計画です。
　申請地は非線引き都市計画区域にあり、昭和４５年から４７年にかけて土地改良事業、第
二次農業構造改善事業を施行した農地であり、農地区分は第１種農地に該当いたします。
　転用目的は一般住宅用地で、住宅１棟、建築面積９９．３７㎡、駐車場２区画、合併浄化
槽が計画されています。

　借受人は、この度、祖父名義の農地を借り受けて、住宅を新築したいというものです。
　本件農地は、第１種農地ですが、農地法施行規則第３３条第４号「住宅その他申請に係る
土地の周辺地域において居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるも
の」として、第１種農地の不許可の例外に該当するものです。
　この申請については、２月９日、佐々木委員、向井推進委員と事務局職員で現地調査を
行っております。
　なお、本件は第１種農地に係る転用案件として、広島県農業会議に意見聴取することとな
ります。

　申請番号１５番から１９番の申請については、関連案件のため一括して説明いたします。
　申請内容は、いずれも賃貸借による権利の設定　です。

　所在は、申請番号１５番が瀬戸田町林の２筆、農振農用地区域内及び区域外、合計１，４
４６㎡のうち１２９．５２㎡、１６番が同じく林の１筆、農振農用地区域外、５４３㎡のう
ち２９．１５㎡、１７番が同じく林の１筆、農振農用地区域外、１８８㎡のうち３０．００
㎡、１８番が瀬戸田町中野の１筆、農振農用地区域内、１，０６５㎡のうち５７．４７㎡、
１９番が同じく中野の１筆、農振農用地区域内、７，５７８㎡のうち１１７．７７㎡、全５
か所の一時転用の計画です。

　譲受人は福岡県に本店を置く再生可能エネルギー事業を営む法人であり、この度申請地を
購入し、太陽光発電設備として売電事業を行いたいというものです。
　申請番号９番と１０番の申請に関しては、付近の農地所有者からの同意書をもらっていま
す。
　申請番号７番から１０番の申請については、２月５日、上峠委員、迫推進委員と事務局職
員で現地調査を行いました。

　転用目的は資材置場用地で、事業用資材及び車両置場、進入路が計画されています。
　譲受人は御調町内で土木建築業を営んでおりますが、資材置場が不足していることから、
申請地を取得して、コンクリなどの事業用資材や車両置場として利用したいというもので
す。
　この申請については、２月７日、松森委員、小川推進委員と事務局職員で現地調査を行っ
ております。

　申請番号１３番、申請内容は売買による所有権の移転です。
　所在は瀬戸田町宮原の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、３２０㎡の転用計画です。
　申請地は非線引き都市計画区域にあり、農地区分はその他２種に該当いたします。

　転用目的は駐車場用地で、駐車場１３区画が計画されています。
　譲受人は広島市に本店を置く不動産業などを営む法人で、この度、隣接地にグランピング
施設の開業を計画しており、申請地を取得して、来客者や従業員用の駐車場として利用した
いというものです。
　この申請については、２月９日、江田委員、藤岡推進委員と事務局職員で現地調査を行っ
ております。

　申請地は、いずれも非線引き都市計画区域にあり、農地区分は、１５番の１筆及び１８
番・１９番が農用地区域内農地、１５番の１筆及び１６番・１７番はその他２種に該当いた
します。
　転用目的は仮設作業用地で、仮設の作業場及び仮設道路が計画されています。
　借受人は広島市に本店を置く電気工事業を営む法人で、この度、中国電力が行う送電塔新
設事業を請け負う法人です。
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議　長

議　長

事務局

　事務局より説明を求めます。

　次に、議案第１０号「非農地証明申請について」を議題といたします。

　申請番号７番から１９番は、原案のとおり許可決定することに、賛成の農業委員の方の挙
手をお願いします。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定をすることに決しました。

　それでは、議案第１０号、非農地証明申請について、ご説明いたします。

　　（議案第１０号、申請番号３番から８番を議案書をもとに説明）

　申請番号３番、手崎町の１筆、現況地目は山林、面積は２０８㎡です。
　利用状況は、平成１０年頃から耕作を放棄し、現在は雑木が繁茂し、山林化している状況
です。
　農振地域外、第３種農地、市街化区域です。
　この申請については、２月５日、山田委員、國近推進委員と事務局職員で現地調査を行
い、山林に判定されました。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ないようですので、農業委員による採決に入ります。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　補足説明および質疑のある方は挙手をしてください。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　本件のうち、１５番及び１８番、１９番の農地は農用地区域内農地ですが、農地法施行令
第１１条第１項第１号「申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する
ものであって、目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるもの」
として、農用地区域内農地の不許可の例外に該当するものです。
　この申請については、２月９日、佐々木委員、向井推進委員と事務局職員で現地調査を
行っております。

　なお、１５番及び１８番、１９番につてきましては、農用地区域内農地に係る一時転用案
件として、広島県農業会議に意見聴取することとなります。

　なお、申請番号１４番、１５番、１８番、１９番の案件につきましては、農業委員会ネッ
トワーク機構への意見聴取をし、許可妥当の答申後に許可決定することといたします。

　申請番号４番、長江二丁目の３筆、現況地目は山林、面積は合わせて４２３㎡です。
　利用状況は、土地が急傾斜で、高齢のため耕作が困難になり、２０年以上前から耕作を放
棄し、現在は雑木が繁茂し、山林化している状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。

　申請番号５番、三軒家町の２筆、現況地目は山林、面積は合わせて１，０８０㎡です。
　利用状況は、４０年以上前から耕作をしておらず、現在は山林化している状況です。
　前者は農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域、後者は農振地域外、第３種農
地、市街化区域です。
　申請番号４番及び５番の申請については、２月５日、中司邦弘委員、青山推進委員と事務
局職員で現地調査を行い、山林に判定されました。
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議　長

事務局

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　申請番号８番、因島重井町の７筆、現況地目は山林及び雑種地、面積は合わせて４，９０
２　㎡です。
　利用状況は、昭和６２に相続して以降、耕作しておらず、現在に至っている状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、非線引き都市計画区域、用途地域外です。
　この申請については、２月８日、村上智彦委員、柏原推進委員と事務局職員で現地調査を
行い、山林及び雑種地に判定されました。

　申請番号３番から８番は原案のとおり、受理決定することに、賛成の農業委員の方の挙手
をお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　申請番号５番、土地の所在は御調町野間の２筆、合計面積は３，２００㎡の田です。
　利用目的は水稲、権利の種類は賃貸借権の設定で、１０ａあたり５００円、契約期間は令
和６年４月１日から令和１５年１２月３１日です。

　それでは、議案第１１号　改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農
用地利用集積計画の決定について（農地中間管理機構分）について、ご説明いたします。

　次に、議案第１１号「改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地
利用集積計画の決定について（農地中間管理機構分）について」を議題といたします。

　事務局より説明を求めます。

　　（議案第１１号、申請番号５番及び６番を議案書をもとに説明）

　以上、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま
す。

　申請番号５番・６番とも、借受人が同一人であるため、一括で説明させていただきます。

　　（挙手多数）

　ないようですので、農業委員による採決に入ります。

　補足説明のある方は挙手をしてください。

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり受理決定することに決しました。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　申請番号６番、土地の所在は御調町野間の１筆、面積は６０４㎡の田です。
　利用目的は水稲、権利の種類は使用貸借権の設定、契約期間は令和６年４月１日から令和
１５年１２月３１日です。

　これらの農地は、利用権設定期間が今年の３月３１日付で終了するため、農地中間管理機
構を通じての貸借に切り替えるものです。現在、借り受けしている農事組合法人が引き続き
借り受けし、水稲栽培を行います。

　申請番号６番、向東町の１筆、現況地目は山林、面積は２１４㎡です。
　利用状況は、１０年以上前から放置しており、現在は山林化している状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。
　この申請については、２月６日、中司睦枝委員、中司善章委員、林原推進委員と事務局職
員で現地調査を行い、山林に判定されました。

　申請番号７番、因島中庄町の１筆、現況地目は宅地、面積は３００㎡です。
　利用状況は、亡き祖父が明治４３年に家を建築し、以後住宅敷地として利用し、現在に
至っています。
　農振地域外、第３種農地、非線引き都市計画区域、用途地域内です。
　この申請については、２月８日、松浦委員、須山推進委員と事務局職員で現地調査を行
い、宅地に判定されました。
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議　長

議長代理

事務局

議長代理

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　補足説明のある方は挙手をしてください。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　ないようですので、農業委員による採決に入ります。

　申請番号５番及び６番は原案のとおり、決定することに賛成の農業委員の方の挙手をお願
いします。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり決定することに決しました。

　次に、議案第１２号「改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地
利用集積計画の決定について（一般分）（議事参与制限分　その１）について」を議題とい
たします。

　事務局より説明を求めます。

　それでは、議案第１２号　改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農
用地利用集積計画の決定について（一般分）（議事参与制限分　その１）について、ご説明
いたします。

　　（議案第１２号、申請番号７番を議案書をもとに説明）

　申請番号７番、土地の所在は原田町梶山田の３筆、合計面積は２，６２２㎡の畑です。
　利用目的は果樹、権利の種類は賃貸借権の設定で、全体で４４，０００円、契約期間は令
和６年４月１日から令和１１年３月３１日です。

　認定農業者である借受人が経営規模拡大のため、これらの農地を借り受けし、ぶどうを栽
培する予定です。

　この議案については、私に関する議案がありますので、議長を山田副会長と後退します。

　ただいま議長を交代しました。

　この議案の審議については、「農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定「議事参
与の制限」により、１８番・金藤祐治委員の退室を求めます。

　　（１８番　金藤祐治委員　退室）

　退室した１８番・金藤祐治委員の入室を求めます。

　以上、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま
す。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　補足説明のある方は挙手をしてください。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　ないようですので、農業委員による採決に入ります。

　　（議長　山田副会長に交代）

　申請番号７番は、原案のとおり、決定することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いしま
す。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり決定することに決しました。
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議長

事務局

議　長

事務局

　次に、議案第１３号「改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地
利用集積計画の決定について（一般分）（議事参与制限分　その２）について」を議題とい
たします。

　事務局より説明を求めます。

　それでは、議案第１３号　改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農
用地利用集積計画の決定について（一般分）（議事参与制限分　その２）について、ご説明
いたします。

　　（議案第１３号、申請番号８番及び９番を議案書をもとに説明）

　申請番号８番、土地の所在は浦崎町の１筆、面積は６０８㎡の畑です。
　利用目的は野菜、権利の種類は使用貸借権の設定、契約期間は令和６年４月１日から令和
９年３月３１日です。

　申請番号９番、土地の所在は浦崎町の１筆、面積は１，０２７㎡の田です。
　利用目的は水稲、権利の種類は使用貸借権の設定、契約期間は令和６年４月１日から令和
１１年３月３１日です。

　これらの農地は、現在、この借受人が利用権で借り受けしていますが、契約期間が今年３
月３１日で終期を迎えるにあたり、この度更新をするものです。

　以上、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま
す。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　　（１８番・金藤祐治委員　入室）

　補足説明のある方は挙手をしてください。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　ないようですので、農業委員による採決に入ります。

　ここで、議長を金藤祐治会長と再度交代します。

　　（議長　金藤会長に交代）

　この議案の審議については、「農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定「議事参
与の制限」により、１０番・髙橋泰登委員の退室を求めます。

　　（１０番　高橋泰登委員　退室）

　退室した１０番・髙橋泰登委員の入室を求めます。

　　（１０番・髙橋泰登委員　入室）

　次に、議案第１４号「改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地
利用集積計画の決定について（一般分）について」を議題といたします。

　申請番号８番及び９番は原案のとおり、決定することに賛成の農業委員の方の挙手をお願
いします。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり決定することに決しました。

　事務局より説明を求めます。

　それでは、議案第１４号　改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農
用地利用集積計画の決定について（一般分）について、「新規分」の解除条件付きの申請番
号１０番と３４番のみ説明させていただきます。
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議　長

議　長

各委員

議　長

事務局

議　長

事務局

議　長

　次に、報告事項に入ります。

　報告第４号から第１０号までを一括して審査を行います。

　農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、質疑のある方は挙手をしてください。

　　（質問、意見なし）

　質疑がないようなので、報告事項を終わります。

　以上で、本日の議案の審議ならび報告事項はすべて終了いたしました。

　次に、各調査区での活動状況を報告していただきます。

　それではこれをもちまして、尾道市農業委員会総会を閉会いたします。

　報告事案等があれば挙手のうえ報告してください。

　　（活動状況報告：省略）

　次に、事務局より、その他・連絡事項についての説明を求めます。

　　（その他・連絡事項について説明）

  ただいまの事務局の説明について、農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、質疑のあ
る方は挙手をしてください。

　　（質疑応答）

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり決定することに決しました。

　申請番号３４番、土地の所在は因島中庄町の１筆、面積は２，１３７㎡の畑です。
　権利の種類は賃貸借権の設定で、全体で２０，０００円、利用目的は野菜、契約期間は令
和６年４月１日から令和１６年３月３１日です。

　以上、説明を省略させていただきました新規・更新分を含め、これら全て、改正前の農業
経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　補足説明のある方は挙手をしてください。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　ないようですので、農業委員による採決に入ります。

　申請番号１０番及び１２８番は原案のとおり、決定することに賛成の農業委員の方の挙手
をお願いします。

　なお、経営規模の拡大などによる「新規分」の申請番号１１番から３３蕃までと利用権の
設定を更新、または利用権の設定が終わって１年未満に新たに利用権の設定を行うといった
「更新分」の申請番号３９番から１２８番までは説明を省略させていただきます。

　申請番号１０番、土地の所在は美ノ郷町三成の３筆、合計面積は２，０４８㎡の畑です。
　権利の種類は使用貸借権の設定、利用目的は野菜、契約期間は令和６年４月１日から令和
９年３月３１日です。

　借受人は、福山市に所在する、農業や障害者福祉サービス事業を行っている法人であり、
現在、福山市で農地を借り受け、水稲栽培をしています。
　このたび、株主の方からこれらの農地の紹介を受け、さといもの栽培を行う予定です。

　借受人は因島三庄町で鉄工会社を営む法人であり、昨年から利用権設定にて、因島中庄町
と因島重井町で、さつまいもや大豆などの野菜を栽培しています。
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副会長

　閉会にあたり副会長があいさつをいたします。

　長時間にわたり、慎重な審議ありがとうございました。

　本日はご苦労様でした。
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